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解
説
・

原
田
　
祐
樹

）

総
務
省
自
治
税
務
局

都
道
府
県
税
課
課
長
補
佐

（

ら
、
総
合
合
算
制
度
、
給
付
付
き
税
額
控
除
、
複
数

税
率
等
の
導
入
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
。

国
の
消
費
税
率
と
地
方
消
費
税
率
を
合
わ
せ
た
消

費
税
率
に
つ
い
て
、
５
％
か
ら
８
％
へ
の
引
上
げ
は

予
定
ど
お
り
平
成
26
年
４
月
１
日
に
行
わ
れ
た
も
の

の
、
８
％
か
ら
10
％
へ
の
引
上
げ
は
、
所
得
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
27
年
法
律
第
９
号
）

に
よ
り
、
平
成
27
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
29
年
４
月

１
日
に
延
期
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
所
得
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
28
年
法
律
第
15
号
）
に

よ
り
、
消
費
税
法
（
昭
和
63
年
法
律
第
１
０
８
号
）

が
改
正
さ
れ
、
低
所
得
者
対
策
と
し
て
軽
減
税
率
制

度
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国

の
消
費
税
率
と
地
方
消
費
税
率
を
合
わ
せ
た
消
費
税

率
に
つ
い
て
、
標
準
税
率
が
10
％
と
な
る
と
こ
ろ
、

軽
減
税
率
は
８
％
と
さ
れ
、
軽
減
税
率
の
対
象
品
目

は
、
酒
類
及
び
外
食
を
除
く
飲
食
料
品
、
定
期
購
読

契
約
が
締
結
さ
れ
た
週
２
回
以
上
発
行
さ
れ
る
新
聞

１　

は
じ
め
に

消
費
一
般
に
広
く
公
平
に
課
税
す
る
間
接
税
と
し

て
標
準
税
率
10
％
の
消
費
税
が
あ
る
が
、
こ
の
10
％

の
中
に
は
、
国
税
で
あ
る
消
費
税
を
課
税
標
準
と
す

る
２
・
２
％
の
地
方
消
費
税
が
含
ま
れ
て
お
り
、
地

方
に
お
け
る
基
幹
的
か
つ
安
定
的
な
財
源
と
し
て
、

消
費
税
・
地
方
消
費
税
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ

し
て
、
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
10
月
1
日

に
新
し
い
仕
入
税
額
控
除
の
仕
組
み
と
し
て
、
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
が
導
入

さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
内
容
を
正
確
に
理
解
い

た
だ
き
、最
近
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
も
留
意
し
て
、

適
切
な
対
応
を
取
っ
て
い
た
だ
く
に
当
た
り
、
本
稿

で
は
、
導
入
の
経
緯
を
含
め
て
、
重
要
な
通
知
等
を

解
説
す
る
。
な
お
、
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
私

見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

（
１
）
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入

ま
ず
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
至
る
経
緯
を
説

明
す
る
。
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
の
議
論
を
経
て
、

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜

本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
24
年
法
律
第
68
号
）
に
お

い
て
、
消
費
税
率
の
段
階
的
な
引
上
げ
が
規
定
さ
れ

た
。
ま
た
、
同
法
第
７
条
に
お
い
て
は
、
消
費
税
率

の
引
上
げ
に
お
け
る
低
所
得
者
へ
の
配
慮
の
観
点
か

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
31
回
連
載

第
31
回

この連載では、自治体法務に
関わる行政通知を取り上げ、
通知の発出元に、発出の背景
や読み方、使い方などを解説
していただきます。

消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
へ
の

対
応
に
係
る
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
（
依
頼
）

）

（
令
和
４
年
６
月
20
日
総
税
都
第
44
号
、
各
都
道
府
県
総
務
部
長
（
税
務
主
管
課
、

市
区
町
村
担
当
課
（
税
務
担
当
））
宛
、
総
務
省
自
治
税
務
局
都
道
府
県
税
課
長
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と
さ
れ
た
。
ま
た
、
消
費
税
が
、
標
準
税
率
と
軽
減

税
率
の
複
数
税
率
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
複
数
税
率

に
お
い
て
適
正
な
課
税
を
行
う
た
め
に
、
適
格
請
求

書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
が
、
軽
減
税

率
制
度
の
導
入
か
ら
４
年
間
の
経
過
措
置
期
間
を
経

て
、
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
消
費
一
般
に
広
く
公
平
に
課
税
さ
れ

る
間
接
税
で
あ
る
消
費
税
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に

は
消
費
者
が
負
担
し
て
い
る
が
、
課
税
は
生
産
、
流

通
、販
売
等
の
各
段
階
で
事
業
者
に
対
し
て
な
さ
れ
、

そ
れ
ら
の
事
業
者
が
納
税
を
行
っ
て
い
る
。
各
段
階

で
の
「
税
の
累
積
」
を
排
除
す
る
た
め
、
事
業
者
は

「
売
上
の
消
費
税
額
」
か
ら
「
仕
入
の
消
費
税
額
」

を
差
し
引
く
「
仕
入
税
額
控
除
」
を
行
っ
て
税
額
を

計
算
し
、
納
税
し
て
い
る
。
こ
の
消
費
税
の
仕
入
税

額
控
除
の
た
め
に
、
適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）

の
保
存
が
必
要
と
な
り
、
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
の

交
付
を
行
う
た
め
に
は
税
務
署
へ
の
「
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
」
と
し
て
の
登
録
申
請
が
必
要
と
な
る

こ
と
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図

る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
28
年
法
律
第
85
号
）
に
よ
り
、
税
率

の
10
％
へ
の
引
上
げ
や
軽
減
税
率
制
度
の
実
施
に
つ

い
て
は
平
成
31
年
10
月
１
日
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

導
入
に
つ
い
て
は
平
成
35
年
10
月
１
日
に
延
期
と

な
っ
た
。
税
率
の
引
上
げ
は
令
和
元
年
10
月
１
日
に

行
わ
れ
て
お
り
、
令
和
５
年
10
月
１
日
の
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
の
導
入
に
向
け
て
１
年
を
切
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

（
２
）
地
方
公
共
団
体
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
物
品
の
売
却
や
役

務
の
提
供
を
行
う
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
事
業
と
し
て

の
立
場
か
ら
の
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
向
け
て
事
業
者
の
混
乱
が
生

じ
な
い
よ
う
万
全
の
準
備
を
進
め
る
た
め
に
は
、
事

業
者
に
身
近
な
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
の
広
報
・
周
知
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
た
め
総
務
省
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
円
滑

な
移
行
に
向
け
、
①
事
業
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の

対
応
、
②
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
広
報
・
周
知
、
の
二

つ
の
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
働
き
掛
け

を
実
施
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
①
に
つ
い
て
は

「
消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
）
へ
の
対
応
に
係
る
留
意
事
項
等
に
つ
い
て

（
依
頼
）」（
令
和
４
年
６
月
20
日
付
け
総
税
都
第
44

号
。
以
下
「
留
意
事
項
通
知
」
と
い
う
。）
を
発
出

し
て
お
り
、
②
に
つ
い
て
は
、「
消
費
税
の
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
の
広
報
・

周
知
等
に
つ
い
て
（
依
頼
）」（
令
和
４
年
８
月
５
日

付
け
総
税
都
第
58
号
。
以
下「
広
報
通
知
」と
い
う
。）

を
発
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
が
基
本
的
な
通

知
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
留
意
事
項
通
知
を
基
本
と
す
る
、
①

事
業
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
対
応
に
つ
い
て
、
主

に
解
説
す
る
。

２　

事
業
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
対
応

留
意
事
項
通
知
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
事

業
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
対
応
と
は
、端
的
に
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を
税
務
署
長
か
ら

受
け
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
、
そ
の
写
し
を
保
存

す
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
留
意
事

項
通
知
に
は
、
こ
の
対
応
の
要
否
を
検
討
す
る
に
当

た
っ
て
の
参
考
と
し
て
、「
地
方
公
共
団
体
の
イ
ン

ボ
イ
ス
対
応
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
」等
を
添
付
し
て
い
る
。

検
討
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
消
費
税
法
（
昭
和
63

年
法
律
第
１
０
８
号
）
第
60
条
第
１
項
に
よ
り
、
一

般
会
計
・
特
別
会
計
ご
と
に
（
複
数
の
特
別
会
計
が

あ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
会
計
ご
と
に
）
一
の

法
人
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
各
会
計
に
ど
の
よ

う
な
収
入
が
あ
る
の
か
を
把
握
し
、
当
該
収
入
に
係

る
取
引
が
消
費
税
の
課
税
取
引
か
否
か
を
判
別
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
各
会
計
が
行
う
課
税
取

引
に
お
い
て
作
成
・
発
行
し
て
い
る
書
類
の
う
ち
、

ど
の
書
類
を
も
っ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
か
を
決
定

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
と

す
る
書
類
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
見
直
せ
ば
イ
ン
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ボ
イ
ス
と
し
て
の
必
要
記
載
事
項
（
税
率
、
税
額
、

登
録
番
号
等
）
を
満
た
す
か
を
検
討
し
、そ
の
交
付
・

写
し
の
保
存
方
法
（
書
面
、
電
磁
的
記
録
等
）
に
つ

い
て
も
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
地
方
公
共
団
体
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
と
な
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
こ
と
で
、
売

上
先
の
課
税
事
業
者
は
仕
入
税
額
控
除
が
可
能
と
な

る
一
方
、
登
録
を
受
け
ず
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
し

な
い
場
合
、
売
上
先
の
課
税
事
業
者
は
仕
入
税
額
控

除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
追
加
的
な
消
費

税
負
担
が
か
か
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
点
、
公
的
機

関
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
が
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し

な
い
こ
と
に
よ
り
、
売
上
先
の
課
税
事
業
者
に
負
担

を
強
い
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
も
留
意
事
項
通
知
に

示
し
て
い
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は

留
意
い
た
だ
き
た
い
。

（
１
）
各
会
計
に
お
け
る
対
応
の
検
討

ア
　
一
般
会
計

一
般
会
計
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
の
登
録
を
受
け
、
課
税
事
業
者
と
な
っ
た
場
合
に

お
い
て
も
、
一
般
会
計
に
係
る
業
務
と
し
て
行
う
事

業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
課
税
期
間
に
お
け
る
売
上
税

額
と
仕
入
税
額
を
同
額
と
み
な
す
特
例
が
消
費
税
法

第
60
条
第
６
項
に
よ
り
設
け
ら
れ
て
お
り
、
消
費
税

の
申
告
は
不
要
で
あ
る
た
め
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
と
な
る
こ
と
に
よ
る
追
加
の
税
負
担
は
生
じ
な

い
。
他
方
で
、
一
般
会
計
が
事
業
者
に
対
し
て
課
税

資
産
の
譲
渡
等
を
行
う
場
合
、
当
該
事
業
者
が
仕
入

税
額
控
除
を
行
う
た
め
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
が

必
要
に
な
る
た
め
、
一
般
会
計
は
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
の
登
録
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

イ
　
特
別
会
計

特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
課
税
事
業
者
で
あ
る
特

別
会
計
と
免
税
事
業
者
で
あ
る
特
別
会
計
に
分
け
て

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
課
税
事
業
者
で
あ
る
特
別
会
計
に
つ
い
て

は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と
な
る
こ
と
に
よ
る

追
加
の
税
負
担
が
生
じ
な
い
一
方
で
、
売
上
先
の
課

税
事
業
者
が
仕
入
税
額
控
除
を
行
う
た
め
に
は
イ
ン

ボ
イ
ス
の
保
存
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
売
上
先

に
課
税
事
業
者
が
想
定
さ
れ
る
場
合
、
一
般
会
計
と

同
様
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

他
方
、
免
税
事
業
者
で
あ
る
特
別
会
計
に
つ
い
て

は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
売
上
先
が
最
終
消
費
者
や

免
税
事
業
者
、
課
税
売
上
高
か
ら
納
付
す
る
消
費
税

額
を
計
算
す
る
簡
易
課
税
制
度
を
選
択
し
て
い
る
課

税
事
業
者
の
み
で
あ
る
場
合
、
仕
入
税
額
控
除
の
た

め
の
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
必
要
は
な
い
。
他
方

で
、
売
上
先
に
そ
れ
以
外
の
本
則
課
税
の
課
税
事
業

者
が
含
ま
れ
る
場
合
、
当
該
事
業
者
は
仕
入
税
額
控

除
の
た
め
に
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
点
、
免
税
事
業
者
で
あ
る
特
別
会
計
が
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
と
な
る
た
め
に
は
、
課
税
事
業
者

に
転
換
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
定
の
税
負
担
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
る
が
、
全
国
的
に
「
控
除
が
可
能
な

地
方
公
共
団
体
の
特
別
会
計
」
と
「
控
除
が
可
能
で

な
い
地
方
公
共
団
体
の
特
別
会
計
」
が
混
在
す
る
こ

と
は
買
手
と
な
る
民
間
事
業
者
の
事
務
負
担
の
観
点

か
ら
も
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
原
則

と
し
て
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

た
だ
し
、事
業
者
と
の
取
引
が
全
く
想
定
さ
れ
ず
、

事
業
者
に
と
っ
て
の
課
税
仕
入
れ
が
発
生
し
得
な
い

特
別
会
計
等
、
そ
の
性
質
上
、
例
外
的
に
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
へ
の
対
応
を
要
し
な
い
会
計
も
あ
り
得
る
た

め
、
対
応
の
要
否
に
つ
い
て
適
切
に
検
討
い
た
だ
く

必
要
が
あ
る
。

な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
開
始
さ
れ
る
令
和
５

年
10
月
１
日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

に
登
録
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
登
録
申

請
に
当
た
っ
て
は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
手
続
が
推
奨
さ

れ
て
い
る（

1
（

。

（
２
）
各
会
計
に
お
け
る
実
際
の
対
応
の
準
備

実
際
の
対
応
の
準
備
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な

取
引
に
お
い
て
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
の
把
握
が
必
要
と
な
り
、
取
引
に
は
、

消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
「
課
税
取
引
」
の
ほ
か
、
消
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費
税
が
課
税
さ
れ
な
い
「
不
課
税
取
引
」、「
非
課
税

取
引
」、「
免
税
取
引
」
が
あ
る
中
で
、「
課
税
取
引
」

の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
売
手
、
課
税
事
業
者
が

買
手
と
な
る
取
引
に
お
い
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
が
必
要

に
な
る
。
た
だ
し
、
最
終
消
費
者
や
免
税
事
業
者
等

に
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

地
方
公
共
団
体
が
行
う
取
引
の
う
ち
課
税
取
引
に

該
当
す
る
も
の
は
、
例
え
ば
、「
庁
舎
等
の
テ
ナ
ン

ト
料
・
施
設
使
用
料
」、「
ゴ
ミ
袋
（
手
数
料
）
の
販

売
」、「
庁
舎
等
の
有
料
駐
車
場
の
駐
車
料
金
」、「
公

立
美
術
館
・
公
園
等
の
入
場
料
」
等
が
代
表
的
な
も

の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
以

外
の
取
引
に
も
、
地
方
公
共
団
体
が
売
手
、
課
税
事

業
者
が
買
手
と
な
る
課
税
取
引
が
実
際
に
は
多
数
想

定
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
イ
ン
ボ

イ
ス
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
り
、
上
記
の
代
表
例
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
各
会
計
に
お
け
る
取
引
を

再
度
確
認
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
課
税

取
引
、
非
課
税
取
引
及
び
免
税
取
引
の
内
容
に
つ
い
て

は
、「
消
費
税
の
あ
ら
ま
し（
令
和
４
年
６
月
、国
税
庁
）」

（https://w
w
w
.nta.go.jp/publication/pam

ph/
shohi/aram

ashi/01.htm

）
を
参
照
し
た
上
で
、
個

別
の
取
引
が
消
費
税
の
課
税
取
引
に
該
当
す
る
か
否

か
に
つ
い
て
判
断
に
迷
う
場
合
は
、
最
寄
り
の
税
務

署
に
相
談
す
る
こ
と
も
有
用
で
あ
る
。

次
に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
課

税
取
引
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
書
類
を

交
付
し
て
い
る
か
確
認
す
る
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ

る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、
請
求
書
に
限
ら
ず
、

領
収
書
、
納
入
通
知
書
、
水
道
事
業
の
検
針
票
等
の

書
類
も
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
ほ

か
、
そ
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
も
、
電
磁
的
記
録
媒

体
を
用
い
る
こ
と
や
、
手
書
き
や
ゴ
ム
印
で
必
要
記

載
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

交
付
し
て
い
る
書
類
を
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
た
め

に
は
、第
一
に
、イ
ン
ボ
イ
ス
の
必
要
記
載
事
項
（
登

録
番
号
、
適
用
税
率
、
消
費
税
額
等
）
を
満
た
す
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
必
要
記
載
事
項
は
、
複
数

の
書
類
（
契
約
書
と
納
入
通
知
書
等
）
に
よ
り
満
た

す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
当
該
複
数

の
書
類
が
相
互
に
関
連
す
る
こ
と
が
明
白
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

加
え
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
た
場
合
、
当
該

イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し
を
保
存
す
る
義
務
が
生
じ
る
と

こ
ろ
、
そ
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
７
年
間
（
交

付
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら

２
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
７
年
間
）と
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）「
地
方
公
共
団
体
の
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
に
係
る

Ｑ
＆
Ａ
」
の
活
用

地
方
公
共
団
体
の
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
が
必
要
な
取

引
の
う
ち
主
に
特
別
会
計
に
区
分
さ
れ
る
取
引
と
し

て
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の

う
ち
上
下
水
道
の
料
金
の
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応

に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
に
お
い
て
解
説
し
て
い
る
た
め
、
以

下
の
と
お
り
記
載
す
る
。

水
道
料
金
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
水
道
事
業
が
、

会
計
が
異
な
る
下
水
道
事
業
か
ら
料
金
の
徴
収
等
を

受
託
し
、
水
道
料
金
と
下
水
道
料
金
を
併
せ
て
徴
収

等
す
る
場
合
、
次
の
図
表
の
と
お
り
、
水
道
事
業
者

が
下
水
道
事
業
者
に
代
わ
っ
て
、
自
ら
の
名
称
及
び

10

10
10

T×××××××××××××

図表　上下水道料金のインボイス対応のイメージ



行政通知の読み方・使い方

87◆自治体法務研究 2023・春

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
番
号
を
記
載
し
た

イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
こ
と
（
媒
介
者
交
付
特
例

（
新
消
令
※
第
70
条
の
12
第
１
項
））
も
、
水
道
事
業

者
が
自
ら
及
び
下
水
道
事
業
者
の
名
称
及
び
登
録
番

号
を
併
記
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
こ
と
（
代

理
交
付
）
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
媒
介
者
交
付

特
例
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
委
託
者
と
受
託
者
の

両
方
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
で
あ
り
、
委
託
者

が
受
託
者
に
、
自
己
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の

登
録
を
受
け
て
い
る
旨
を
取
引
前
ま
で
に
通
知
し
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
の
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
に
係
る
Ｑ
＆

Ａ
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
質
疑
な
ど

を
踏
ま
え
て
改
定
を
重
ね
て
い
る
た
め
、
展
開
さ
れ

た
場
合
に
は
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

※　

消
費
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令（
平

成
30
年
政
令
第
１
３
５
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
消
費

税
法
施
行
令

３　

税
制
改
正
に
よ
る
今
後
の
制
度
改
正
等

（
１
）
税
制
改
正
の
主
な
内
容

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
、
①
事
業
者
と
し
て

の
立
場
か
ら
の
対
応
及
び
②
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
広

報
・
周
知
の
双
方
に
影
響
を
与
え
る
改
正
と
し
て
、

令
和
５
年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱
（
令
和
４
年
12
月

16
日
。
以
下
「
与
党
大
綱
」
と
い
う
。）
に
お
い
て

示
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
主
な
内
容
は
下
記
の
と
お

り
で
あ
る
。

①　

こ
れ
ま
で
免
税
事
業
者
で
あ
っ
た
者
が
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
っ
た
場
合
の
納
税
額
を
売

上
税
額
の
２
割
に
軽
減
す
る
３
年
間
の
負
担
軽
減

措
置（

2
（

。

②　

一
定
規
模
以
下
の
事
業
者
の
行
う
少
額
の
取
引

に
つ
き
、
帳
簿
の
み
で
仕
入
税
額
控
除
を
可
能
と

す
る
６
年
間
の
事
務
負
担
軽
減
策
。

③　

免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登

録
申
請
書
を
提
出
し
、
課
税
期
間
の
初
日
か
ら
登

録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期

間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
15
日
前
の
日
（
現
行
：

当
該
課
税
期
間
の
初
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
１

月
前
の
日
）
ま
で
に
登
録
申
請
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

な
お
、
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者

が
、
そ
の
申
請
期
限
後
に
提
出
す
る
登
録
申
請
書

に
記
載
す
る
困
難
な
事
情
に
つ
い
て
は
、運
用
上
、

記
載
が
な
く
て
も
改
め
て
求
め
な
い
も
の
と
し
、

登
録
申
請
の
期
限
に
つ
い
て
柔
軟
な
対
応
を
行
う
。

与
党
大
綱
に
お
い
て
は
、
上
記
を
示
し
た
上
で
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
移
行
後
に
お
い
て
も
弾
力
的
な
対

応
に
努
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
課
題
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
策
を
講
じ
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
今
後
の
取
組
に
関
し
て

各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
留
意
事
項
通
知
や

広
報
通
知
等
を
踏
ま
え
、
庁
内
関
係
部
局
と
連
携
を

図
り
つ
つ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
事
業
者
と
し
て

の
立
場
か
ら
の
対
応
や
広
報
・
周
知
に
つ
い
て
、
取

り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
時
点
に
お

け
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
開
始
に
向
け
た
関
係
資
料

を
、「
消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
）
に
関
す
る
関
係
資
料
に
つ
い
て
（
周

知
）」（
令
和
５
年
１
月
19
日
付
け
都
道
府
県
税
課
事

務
連
絡
）
に
よ
り
、
展
開
し
て
い
る
。
留
意
事
項
通

知
に
関
係
す
る
資
料
と
し
て
、「
地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
Ｑ
＆
Ａ
【
未
定
稿
】（
令

和
５
年
１
月
19
日
時
点
版
）」
及
び
「（
地
方
公
共
団

体
向
け
）
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
事
前
準
備
基
本
項

目
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
等
が
あ
る
た
め
、
事
業
者
と

し
て
の
立
場
か
ら
の
対
応
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
参

考
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、広
報
通
知
に
関
係
す
る
資
料
に
つ
い
て
も
、

地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
行
っ
て
い
る
取
組
を
集
約

し
た
資
料
を
上
記
事
務
連
絡
に
含
め
る
な
ど
し
て
い

る
た
め
、広
報・周
知
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

４　

お
わ
り
に

「
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
円
滑
な
導
入
等
に
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係
る
関
係
府
省
庁
会
議
」
が
令
和
５
年
１
月
16
日
に

設
置
さ
れ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
円
滑
な
導
入
の

た
め
の
国
の
取
組
が
進
め
ら
れ
る
中
、
今
後
も
、
総

務
省
で
は
、
地
方
に
お
い
て
も
基
幹
的
か
つ
安
定
的

な
財
源
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
消
費
税
・
地
方

消
費
税
が
、
住
民
に
信
頼
さ
れ
、
か
つ
適
切
に
運
用

さ
れ
続
け
る
よ
う
、
新
た
な
仕
組
み
で
あ
る
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
に
向
け
、
地
方
公
共
団

体
に
対
し
て
様
々
な
働
き
掛
け
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
の
内
容
を
正
確
に
理
解
い
た
だ
き
、
制

度
改
正
に
つ
い
て
も
留
意
し
て
、
適
切
な
対
応
を

取
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

注（
１
）
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
、「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
の
特

例
」
が
創
設
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
の
特
別
会
計
に

係
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ

に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る

点
に
つ
い
て
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）
こ
の
措
置
に
よ
り
、
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
比
べ
、
更
に
事
務
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
、

免
税
事
業
者
や
消
費
者
等
の
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
以
外
か
ら
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
制
度

実
施
後
３
年
間
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
80
％
、
そ
の

後
の
３
年
間
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
50
％
を
控
除
可

能
と
す
る
経
過
措
置
が
既
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。


